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 令和６年３月１日 

               狭山市長 小谷野  剛 

 

狭山市規則第２号 

   狭山市地区センター規則の一部を改正する規則 

 狭山市地区センター規則（平成２０年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表入間川地区センターの部月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日（以下「休日」という。）を除く。）の項中「午後４時３０分」を「午後

４時」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


